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告 示
栃木県告示第483号
　次の事業の土地改良事業計画を変更したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第６項にお
いて準用する同法第87条第５項の規定により公告する。
　なお、同法第87条の３第６項において準用する同法第87条第５項の規定により、変更後の土地改良事業計画
書の写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定については、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に同法第87条の３第６項にお
いて準用する同法第87条第６項の審査請求をすることができる。
　　平成28年９月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 縦 覧 期 間 審 査 請 求 期 限 所轄農業振興事務所

県営小代地区土地改良（区画整理）
事業

平成28年９月20日から
同年10月19日まで

平成28年11月４日 上都賀農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第484号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成28年９月16日から同年10月17日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成28年９月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮栃木線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考
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２

前 栃木市大塚町303-２から
栃木市大塚町5095まで 25.0 ～ 25.0 69.9

後 栃木市大塚町303-２から
栃木市大塚町5095まで 25.8 ～ 25.8 69.9

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　秋山葛生線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

200
前 佐野市秋山町1869-２から

佐野市秋山町156まで 3.9 ～ 9.5 190.9

後 佐野市秋山町1869-２から
佐野市秋山町156まで 9.4 ～ 15.9 190.9

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小山都賀線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

296
前 栃木市大塚町303-２から

栃木市大塚町888-４まで 5.2 ～ 6.8 476.0

後 栃木市大塚町303-２から
栃木市大塚町888-４まで 7.0 ～ 8.0 476.0

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第485号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成28年９月16日から同年10月17日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成28年９月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

３
主 要 地 方 道
宇都宮亀和田栃木線

下都賀郡壬生町大字羽生田454-９から
下都賀郡壬生町大字羽生田658-５まで 平成28年９月16日

９
主 要 地 方 道
佐 野 古 河 線

佐野市浅沼町字浅沼893から
佐野市浅沼町字浅沼816まで 平成28年９月16日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
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　　平成28年９月16日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家畜の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分 頭羽群数 発生の場所

又 は 区 域 発 生 年 月 日 経過及び
転 帰

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 那須塩原市 平成28年９月５日 法令殺

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 那須塩原市 平成28年９月６日 法令殺

（畜産振興課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成28年９月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

下都賀郡壬生町大字安塚字鹿島原2043番４の
一部

宇都宮市鶴田町2503番地13 小 川 由 実
小 川 祐 樹

芳賀郡芳賀町大字八ツ木字燈篭場83番３、
字銭蒔132番26、132番27、134番３、135番
２、字東銭蒔139番１、139番５、字銭蒔140
番１、141番、142番１、142番６、143番１、
149番２、155番２、159番、160番１、164番、
165番、143番１地先
【第８工区】

日光市塩野室町95番地 カネヤ工業株式会社

　（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

企 業 局

　───────────────────────────────────────────────　

栃 木 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 六 号

　 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 九 月 十 六 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程

　 栃 木 県 公 営 企 業 財 務 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 電 気 事 業 管 理 規 程 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 と き は 」 の 下 に 「 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 に 対 し 」 を 加 え 、 「 振 替 依 頼 書 を 添 付 し 」

を 「 及 び 振 替 依 頼 書 を 交 付 し 、 又 は 小 切 手 及 び 振 替 依 頼 書 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方

式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機

に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を 送 信 し 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

　 こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 二 十 八 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 企 画 課 ） 　


